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テーマ 市レベルの課題 関係団体・機関及び行政による対応
方針 対応状況・今後の方向性

０．
新興感
染症
(新型
コロナ
ウィル
ス感染
症)

普及
啓発

〇新型コロナウィル
ス感染予防対策の啓
発や検査体制などの
整備と周知。

○フレイルや心身の
機能低下、認知機能
低下等を予防する啓
発が必要。

○オーラルフレイル
予防や歯科受診等の
重要性の啓発。

〇心の健康づくりの
啓発。

○詐欺被害防止の啓
発。

〇市や三師会、関係職能団体等は、市
民に向けて、正しい感染予防対策に
ついて発信し、適切に医療や介護
サービス等を利用できるよう周知す
る。

○市関係職能団体や市民のITリテラ
シーを高めるための取り組みについ
て検討し、ITの活用促進のための普
及啓発や体制整備をする。

〇市や地域包括支援センターは、コロ
ナ禍での新たな介護予防の取り組み
の実施および充実を図る。

〇心の健康づくりの推進、啓発を行う。

○詐欺被害対策情報の発信。

〇三師会は、かかりつけ医やかかりつけ薬局を
持つことの重要性を啓発し、新たな診療・相談
体制の整備をしている。
松戸市医師会：オンライン診療・電話再診。
松戸市薬剤師会：COVID-19参加協力薬局
（48薬局）の一覧作成・電話等での服薬指導。
○市（地域医療課）は、PCR検査費用の助成
等をしている。
〇市(健康福祉政策課)は、新型コロナウイルス
に関する情報を発信している。
〇聖路加国際大学在宅看護研究室は「PCR検査
を受けた方へ」のリーフレットを作成し、配布
している。
〇市は、コロナ禍におけるフレイル予防事業を
実施している。
〇市は「通いの場のオンライン推進事業」を実
施している。
○まつどNPO協議会は、市民や町会等に向け
てIT相談、研修会等を実施している。
○地域包括支援センター、新松戸2層ワーキン
グでは、オンラインでの集いの場や教室等を検
討、開催している。
〇市（健康推進課）は、「コロナ時代のメンタ
ルヘルス」としてこころの健康づくり講演会を
YouTubeで配信予定。（2/19～3/12） 1
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○ 地域包括ケア推進会議・地域個別ケア会議・自立支援型個別ケア会議の議論から抽出された市レベ
ルの課題への対応方針及び･今後の方向性等をまとめると、以下のとおり。

○関係団体・機関及び行政は、以下の対応方針及び方向性に沿って、地域包括ケア推進に向けた対応を
着実に進めていく



テーマ 市レベルの課題 関係団体・機関及び行政による対応
方針 対応状況・今後の方向性

０．
新興
感染症
（新型
コロナ
ウィル
ス感染
症)

連携
強化

○感染発生時の対応等
の経験や情報を共有
できる機会が必要。

○高齢者の社会的孤立
を防ぐ地域での見守
りの体制づくり。

○市や保健所は、施設や事業所等におけ
る感染予防対策についての適切な知
識・情報の共有を図る取り組みを検討
する。

○市、地域包括支援センターは、地域で
の見守りや助け合いの仕組みづくりを
市内全域で推進する。

○医師会は、介護現場からの新型コロナ
ウイルス感染症Ｑ＆Ａを作成した。

○まつど認知症コーディネーターの会は、コ
ロナ禍での認知症の方の支援や感染対策に
ついて専門職向けに研修会を開催した。
（9月10日、1月14日）

○地域包括支援センターは、オレンジ協力員
と連携し、オレンジパトウォーク（見守り
のパトロール）を市内15か所（全域）に
おいて拡充して実施している。

〇地域での活動の場づくりや見守りとして、
新たにウォーキングやラジオ体操を開始し
た。【明第2東・常盤平・五香松飛台2層
ワーキング(以下「2層」とする)】

取組
検討

○介護事業所により、
サービス提供や受け入
れ等の対応格差があり、
必要なサービスを受け
られないケースがある。
〇専門機関同士でのタ
イムリーな情報共有お
よび困りごとや判断に
迷った際の相談体制の
確立。
〇各事業所等が休業と
なった場合に、同業他
者が相互補完し、連携
してサービス提供がで
きる体制づくり。

○三師会や関係職能団体等は、連携して
サービス提供の可否を判断する際の基準
となる指標やそれを導き出すチェックリ
スト、フローチャートなどを作成する。

〇各職能団体等が連携し、通常のサービ
ス提供が見合わせとなった際の代替策の
検討を行う。

〇地域包括ケア推進会議の出席者は、有志で
介護サービス事業所等での受け入れの判断
基準となる指標やチェックリスト、フロー
チャートを検討し、作成した。【明第1】

〇三師会や関係職能団体等は、事業所におけ
るCOVID-19感染者等発生時の情報共有
ローカルルールについて検討している。

〇特別養護老人ホーム連絡協議会は、感染拡
大防止のための施設運営や連携についての
マニュアルを整えている。

〇訪問看護連絡協議会は、訪問看護事業所が
休業した場合の連携支援体制について整備
を進めている。

〇15地域包括支援センターは、新興感染症
や災害等による事業実施困難時に備えて、
相互協力体制を整えた。
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テーマ 市レベルの課題 関係団体・機関及び行政による対応方針 対応状況・今後の方向性

１．
認知症

普及
啓発

○様々な世代や職
種において、認知
症の理解を促進す
る。

〇若年性認知症の
理解促進と相談窓
口の普及

〇認知症に関する
知識、理解の普及
（介護保険以外に
関するもの）

〇認知症について
の相談窓口・地域
包括支援センター
周知の強化

○市は、関係団体は市民・企業・子ども向
けの認知症サポーター養成講座を積極的
に開催する。

○市は地域のイベント、広報誌等を通じて、
若い世代を含む幅広い世代に認知症と相
談機関についての普及啓発を行う。

○市、地域包括支援センターは、軽度認知
症の早期把握のための啓発、相談活動の
充実を図る。

○市の認知症サポーター数
28,724人【12月末】

○企業等への認知症サポーター養成講座の開
催にあたって、広報を通じて周知し、新た
に企業用のスライドを作成した。

〇小中学生向け認知症サポーター養成講座
・小学校 1か所 111名【12月末】

○高校生、大学生向け認知症サポーター養成
講座
・高校 2か所 49名
・大学 1か所 112名【12月末】

○認知症地域支援推進員は、市役所連絡通路
において、若年性認知症や認知症の相談窓
口、松戸市の取り組み等について、パネル
展示等による普及啓発を行った。
【9月7日～11日】

〇地域包括支援センター外観マップを作成
○認知症簡易チェックシステムの周知・活用
・アクセス状況5,446件【12月末】
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テーマ 市レベルの課題 関係団体・機関及び行政による対応方針 対応状況・今後の方向性

1.
認知症

連携
強化

○住民や商店等が行う
見守り活動を支援す
る仕組みの充実

〇見守り支援を行うボ
ランティアの支援が
必要

○住民による認知症
見守りの仕組みの
充実

○認知症に対する地
域での重層的な見
守り体制を構築

〇市、地域包括支援センターは見守りを行う仕
組みが継続されるよう担い手への支援を行う。

○市、地域包括支援センター及び松戸市社会
福祉協議会は、オレンジ協力員のスキル
アップを図り、活動を推進する。

○市は、オレンジ協力員、オレンジ声かけ隊
が行う「松戸市あんしん一声運動」の推
進を図る。

○オレンジ協力員の登録を推進する。
・オレンジ協力員登録数：943人【1月

15日現在】
・実活動者数：のべ287人【1月15日現
現在】

○オレンジ協力員研修を定期的に開催

○コロナ禍でのマスクケース作り
のべ136人（8月～12月）

○市、地域包括支援センター、社会福祉
協議会は、オレンジ協力員ステップ
アップ研修を実施している。

〇オレンジ声かけ隊：3,703人227団体
【9月末】

○あんしん一声運動研修
12月に通信形式で実施し、新たに認

知症ガイドブック（ケアパス）の付属
資料として、認知症事業をまとめた冊
子「松戸市の認知症対策について」を
作成した。

〇地域包括支援センターとオレンジ協力
員が連携して地域を見守るオレンジパ
トウォークを、コロナ禍において、市
内３地域から市内全域に拡大している。

市レベルの課題と対応方針・今後の方向性（案）④



テーマ 市レベルの課題 関係団体・機関及び行政による対応
方針 対応状況・今後の方向性

1.
認知症

連携
強化

認知症施策実施
体制の強化。

〇市、地域包括支援センターは、高齢者
関連施設や団体、地域関係者と連携し、
認知症の人の本人活躍支援を推進する。

○市、地域包括支援センターは、認知症
地域支援推進員を配置し、認知症の普
及啓発をはじめ、地域の関係者と連携
を図り、活動を推進する。

〇市、地域包括支援センターは、松戸市グルー
プホーム協議会、デイサービス事業所、特別
養護老人ホーム連絡協議会等と連携し、施設
利用者によるロバ隊長のアクセサリー作りを
実施。

○認知症地域支援推進員配置状況
・40名【12月末】
・「周知」と「活躍の場」の2本柱で活動。

取組
検討

〇地域住民を巻き
込んだ認知症の早
期把握・早期対応
の推進。

○市は、まつど認知症予防プロジェクト
の推進・効果の向上を図る。

○市、地域包括支援センター、協力機関
はまつど認知症予防プロジェクトを市
民および関係団体等に幅広く周知し、
プロジェクトへの参加を促進する。

○市、地域包括支援センターは地域サ
ポート医等との連携を図り、認知症早
期支援が必要と思われるケースについ
て速やかに対応する。

○まつど認知症予防プロジェクトを実施。
・新規件数 152件
・１年後モニタリング件数 32件
・２年後モニタリング件数 15件
・３年後モニタリング件数 4件 【12月末】
・市は、協力機関が実施しやすいよう、実施方
法や書類を簡素化し、研修を動画形式にして配
信している。
・地域包括支援センターは、事業紹介の動画を
独自に作成し、オレンジ協力員の動画出演や包
括の電話番号案内のメロディにより、市民の相
談先として認知されている。【六実六高台】
○認知症初期集中支援実施状況
・13チーム
（基幹型１、地域包括支援センター委託12）
・支援実績：26件 【12月末】
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テーマ 市レベルの課題 関係団体・機関及び行政による対応方
針 対応状況・今後の方向性

１.
認知症

取組
検討

○認知症高齢者の居場
所や社会参加の場の
整備・推進。

○認知症の人と家族を
支える地域資源の充
実。

〇認知症の行動・心理
症状（BPSD）が強く
ても、地域で生活で
きることの理解促進
を図る取り組みの推
進。

○市は、地域で行われている認知症カフェ
やサロンの把握と周知を推進する。

○市および関係団体は、認知症の人や家族
を支援する認知症対応型デイサービスや
集いの場の増加、相談窓口の周知促進等
の取り組みを検討する。

○市および関係団体は、認知症カフェの関
係者同士で横のつながりを持ち、運営上
の工夫や問題点等について情報共有する。

○市および関係団体は、認知症の人が役割
をもち活躍できる場や機会の拡充を推進
する。

○認知症カフェの紹介をホームページ、広
報等に掲載し周知している。
・認知症カフェ開設状況：21か所
うち活動を再開しているカフェ：６か所
【11月末】

○栗カフェが、令和元年度認知症サポー
ターキャラバン「わがまちの認知症サ
ポーター活動事例」優秀賞受賞【小金
原】

○コロナ禍でカフェに代わる新たな形態で
の交流活動をしている。（屋外でのラジ
オ体操、ウォーキング、農園など）

〇認知症の人を地域で支える取り組み（居
場所づくりの継続や多世代食堂）につい
て検討している。【馬橋2層】

○「松戸市内認知症カフェ交流会」を年2
～3回開催している。「認知症カフェ」に
代わる呼び名を決定し周知していく。

○認知症地域支援推進員は認知症の方が活
躍するプラチナファームを9月～11月に
実施。

〇認知症地域支援推進員は、本人ミーティ
ング「癒しの音楽会」の開催を予定して
いる。（2月12日予定）

6
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市レベルの課題と対応方針・今後の方向性（案）⑦
テーマ 市レベルの課題 関係団体・機関及び行政による対応方針 対応状況・今後の方向性

2．
介護予
防

普及
啓発

〇セルフケアの意識や
知識の不足があるため、
住民に対する普及啓発
が必要。

○栄養、歯科口腔に関
する普及啓発が必要。

○市、地域包括支援センターは多様な方法で、
セルフケアについて住民への普及啓発を図る。

○市、地域包括支援センターは、介護予防教
室・認知症予防教室にて地域住民のセルフケ
アの意識向上を図る。特に栄養や歯科保健、
口腔ケアに関する啓発を推進する。

○かかりつけ歯科医、定期的な歯科受診（歯
科健康診査）についての啓発を行う。

○市、関係団体は、バランスの良い食事の掲
示やわかりやすい栄養表示、メニュー表記等
により、よりよい食習慣への取り組みを推進
する。

〇地域包括支援センターが運営する体操教室
の好事例の共有を通じて、サロン等の自主運
営を推進する。

〇地域包括支援センターは介護予防教
室を開催し、普及啓発だけでなくセ
ルフケアの習慣化やグループの自主
化にも取り組んでいる。

○地域包括支援センターは認知症予防
教室等において、生活習慣やセルフ
ケア（口腔ケアや栄養、運動）、フ
レイルとの関連について啓発を図る。

連携
強化

〇介護予防・重症化予
防としてフレイル・サ
ルコペニアについて介
護専門職への普及が必
要。
○介護医療に加え、栄
養、歯科専門職との連
携した支援が必要。

〇市、地域包括支援センター、医療専門職は
フレイル、サルコペニアについて介護専門職
等と情報共有を行い、支援に活かしていく。

○市、関係団体は栄養や口腔について市民が
より相談しやすい体制づくりについて検討す
る。

〇市はリハビリ連絡協議会の協力を得
て、介護予防体操の動画を作成し、
配信およびDVDの配布を予定してい
る。

7



市レベルの課題と対応方針・今後の方向性（案）⑧
テーマ 市レベルの課題 関係団体・機関及び行政による対応方針 対応状況・今後の方向性

2．
介護予
防

取組
検討

○セルフケアを促進す
る方法の充実や仕組み
作りが必要。

〇介護予防の推進。

〇企業への社会貢献活
動への依頼。

○市は、機能低下がみられる高齢者に対し、
短期集中予防サービスを実施し、サービス終
了後のセルフケア継続を推進する。

○市は、住民が主体的にセルフケアを継続で
きるよう、多様な取組みを促進する仕組みづ
くりや環境整備を行う。

〇市は、生活支援体制整備事業において、企
業との協働の視点を持ち、取組みを行う。

〇短期集中予防サービス
・事業所数：単一型12か所・機能強化
型4か所。（うち2か所は両方実施）
【12月末】

○市は、短期集中予防サービスの終了
者等を地域の予防活動等に積極的に
つなぎ、セルフケアの継続を推進す
る。

・ケアマネジメントCの実施件数：
14件【12月末】

8
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市レベルの課題と対応方針・今後の方向性（案）⑨

テーマ 市レベルの課題 関係団体・機関及び行政による対応方針 対応状況・今後の方向性

３．
多分野
地域共
生

実態
把握

〇高齢者と疾患を抱え
た子などリスクのある
世帯の把握が困難。

〇難病患者と家族を支
える社会資源の把握が
必要。

〇市、関係機関は、支援を必要とする世帯の
把握に努める。

〇市、保健所は難病に関する社会資源を把握
し、ケアマネなどに周知する。

○福祉まるごと相談窓口や地域包括支
援センターでケース支援を行い、把握
に努めている。
〇市は「介護給付以外の相談受付マ
ニュアル」に難病の患者会の情報を掲
載している。

普及
啓発

○地域共生社会の実現
に向けた取り組みの推
進。

○精神障害のある方に
対する多世代に向けた
理解の促進。

○精神的な問題を抱え
る世帯に対する相談窓
口の周知と支援体制の
強化。

〇神経難病の理解の促
進。

○難病患者と家族を支
える支援情報の提供。

〇ダブルケアへの理解
や相談支援体制の周知
促進。

〇市、関係機関は障害者の理解の促進に向け
た普及啓発を行う。

○市は、地域住民や関係団体等が地域共生社
会についての理解を深め、ともに取組を推進
できるための普及啓発を図る。

○市は、地域包括支援センターや高齢者分野
の支援者に研修等を通し、障害者等の知識の
普及を行う。

〇市、関係機関はダブルケア等の複合的な問
題への理解および相談支援体制の周知促進を
図る。

〇社会福祉協議会は児童や生徒、地域
団体等に対して障害者や高齢者への理
解を促進するため、福祉体験学習等の
福祉教育事業に取り組んでいる。

○市は地域共生社会についての研修会
を行っている。

〇県は難病総合相談事業として地域難
病相談支援センター（東京慈恵会医科
大学附属柏病院）などで難病について
の相談や講演会などを行っている。

〇市は、福祉まるごと相談窓口を3環境区
に設置した。



テーマ 市レベルの課題 関係団体・機関及び行政による対
応方針 対応状況・今後の方向性

３．
多分野
地域共
生

連携
強化

〇狭間のニーズへの対応。
〇家族まるごとの支援を考え
るための多分野の関係機関
との連携強化。
〇障害者を温かく見守る地域
の連携体制の構築。
○障害サービスから介護サー
ビスへ移行する方にそれぞ
れの制度を関係者で共通理
解する体制の構築・連携推
進。
○精神疾患を有する又は疑わ
れる人を医療に繋ぐ支援。
〇各分野の専門職が他分野に
おける知識の向上・連携の
推進を図る。（8050問題や
精神疾患および他分野にま
たがる支援の促進）

○市は、高齢者と障害児者が同一事業
所でサービスを受けやすくするため、
連携体制の充実を図る。

○市、地域包括支援センターは、地域
ケア会議において障害者分野との連
携（出席依頼や相談等）の推進を行
う。

○市は、専門職が他分野の知識の向
上・連携を行いやすいようバック
アップを行う。

○疾患や障害への対応は、地域と専門
職が連携して対応する。

○民生委員による訪問など地域の関わ
りにより、本人・家族の心理的負担
の軽減をはかる。

○福祉まるごと相談窓口
・新規相談件数：431件内精神障害に関
する件数95件【11月末】
○市は、福祉相談機関連絡会を開催し、
多領域における連携体制を強化。
○在宅医療・介護連携支援センターにお
ける障害・福祉分野の相談実績【11月
末】
・相談支援：38件
・アウトリーチ：5件
〇松戸市基幹相談支援センターCoCoなど
は、地区ごとの支援機関が集まり横断
的な支援についての検討会「世帯まる
ごとin〇〇」を開催してきた。今後も
継続する方向で検討している。

〇保健所、市は各関係機関の支援者の難
病に関する相談に応じている。

取組
検討

○地域での孤立予防、交流促
進。
〇ひきこもりの子どもへの支
援体制の整備。
〇難病患者と家族を支えるイ
ンフォーマルな社会資源が
少ない。

○市、関係団体は地域住民とともに、
企業や商店、事業所等様々な団体と
連携し、地域での多世代交流や居場
所づくりを推進する。

〇各地区で行われている多世代のカ
フェや交流会のノウハウを市内で共
有する。

〇社会とのつながりが希薄な世帯や8050
問題を抱えた世帯へのアプローチや助け
合いについて検討している。【小金原2
層】
〇「地域づくりフォーラム」をきっかけ
に、多世代・地域共生のカフェ・居場所
づくりの取り組みが行われている。

市レベルの課題と対応方針・今後の方向性（案）⑩

10
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市レベルの課題と対応方針・今後の方向性（案）⑪

テーマ 市レベルの課題 関係団体・機関及び行政による
対応方針 対応状況・今後の方向性

4．
国際

普及
啓発

○外国出身の高齢者や家
族などに対応できる多
様な支援体制の整備。

〇外国出身の高齢者や家
族など地域で暮らしづ
らい方を支える仕組み
が必要。

○外国人支援団体との連
携が必要。

○外国出身の高齢者や家族に対し
支援者が対応に困る事例がある時
に、外国語版の資料や必要時に通
訳が同席できるなど多様な支援に
対応できる体制整備が必要。

○市や関係機関は、外国人コミュ
ニティの場所や外国語を話せる
方について、必要時情報提供等
ができるよう把握、検討する。

○市（文化観光国際課）は、６言語での松戸市生
活ガイドブックを配布し、外国出身の高齢者や家
族に対するサービスの周知を図っている。

〇地域包括支援センターが中国語版の包括の紹介
パンフレット、認知症の普及啓発の看板を作成し
周知活動に活用している。【常盤平団地】

○市、地域包括支援センターは、翻訳アプリ等を
活用し、相談業務における対応力の向上を図って
いる。

連携
強化

取組
検討

〇市（文化観光国際課）は、国際交流員の配置や
モバイル通訳機の貸出しを行っている。
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市レベルの課題と対応方針・今後の方向性（案）⑫

テーマ 市レベルの課題 関係団体・機関及び行政による
対応方針 対応状況・今後の方向性

5.ペッ
ト

普及
啓発

〇高齢者とペットの問題
に対する普及啓発が必要。

〇ペットの世話、預かり
先等の相談先の周知。

市、関係機関は、高齢者とペット
の問題に関する普及啓発を行う。

〇県（保健所、動物愛護センター）は高齢者とシ
ニアについてのパンフレットを作成し、高齢者と
ペットに関する普及啓発等様々な活動を行ってい
る。

〇市（環境保全課）は地域猫活動についてのパン
フレットを窓口や町会へ配布することで、普及・
推進活動を行っている。

連携
強化

地域猫やペット支援団体
との連携が必要。

市、地域包括支援センター、関係
機関は、高齢者とペットの問題に
ついて連携して支援する。

市は、地域猫のボランティアについて把握、情報
共有をはかり、連携した支援を進めている。

取組
検討

ペットを飼えなくなった
時の引き取り先の確保
などペットに関する支援
のネットワークの構築が
必要。

市、地域包括支援センター、関
係機関は、高齢者とペットの問
題について、事例を共有し、課
題を把握して、必要な取組につ
いて検討を行う。

市は、環境保全課窓口に飼い主を募集する人と
飼い主になりたい人をつなぐポスター用掲示板を
設置。
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テーマ 市レベルの課題 関係団体・機関及び行政による対応方針 対応状況・今後の方向性

6.
生活支
援

実態
把握

○生活支援に関する
地域資源情報の整理。

○社会資源の把握・
開発の推進。

○市、地域包括支援センター等関係団体は、
ごみ出し支援のニーズ把握と必要な方策の
検討を行う。

○市は、2019年版「松戸市生活カタロ
グ」に配達等、買物支援に関する情報を
掲載。

普及
啓発

○ごみ出し支援の環
境整備。

○市（環境業務課）は、ホームページ及び広
報まつどにおいて、ごみ集積所に家庭ごみ
を捨てることが難しい世帯に対するごみの
戸別回収についての周知を実施する。

○市、地域包括支援センターは、地域特性に
応じて住民に活用できる情報やマップ等の
好事例を共有する。

○市（環境業務課）は、ごみの戸別収集に
ついて、ごみ出しが困難な要介護者障害
者の世帯で他者からの支援が受けること
ができない世帯へ対象者を拡大した。

・ごみの戸別回収についてのケアマネおよ
び自治会長、民生委員（540部）に配布
して周知した。

・ごみの戸別回収数 163件【12月末】
登録180世帯（うち17世帯一時停止中）

市レベルの課題と対応方針・今後の方向性（案）⑬
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テーマ 市レベルの課題 関係団体・機関及び行政による対応
方針 対応状況・今後の方向性

6．
生活支
援

連携
強化

若い世代との連携
による新たな社会
資源の創出

市、関係機関は、大学等との連携によ
り若い世代の参画を促進する取り組みを
行う。（若い世代を取り込んだ活動、
互助組織等）

〇市や地域包括支援センターは、商店街、薬局
との協賛イベント等により、若い世代の参加
や担い手の発掘を促す企画の充実を図る。

取組
検討

○地域で高齢者が
様々な活動、社
会参加を行える
環境整備

○元気高齢者や住
民による生活支
援・介護予防に
資する自助・互
助の推進

○市、地域包括支援センターは、生活支
援に関する民間サービス等のイン
フォーマルな情報の集約と開発を行い、
対象者のニーズに合わせた情報提供を
行う

○市は、高齢者が就労やボランティアな
どによる役割をもち、介護予防に取り
組める仕組みの充実を図る。

〇市、地域包括支援センターは、地域特
性を生かした「買い物サービス」「ワ
ンコインボラ」などのインフォーマル
なサービスを充実化させる

○松戸市社会福祉協議会に登録されているボラ
ンティア【11月末】

・個人登録 191名
・グループ登録 253グループ、7,761名
・ボランティア依頼 156件【9月末】

○介護支援ボランティアの活動推進
・登録者数 536人【11月末】

※入所者ボランティア数を含む
・実活動者数63人【11月末】
・令和元年度より高齢者関連施設の入所者がボ
ランティア活動を行い、役割を発揮できる取
組みを本格的に開始
登録者数 29人【11月末】

〇マスクケース作り 延べ111人 （8～12月）
○訪問型元気応援サービス
・サービス実施登録者数：304人（男71人、女

233人） 平均年齢 70.6歳【12月末】
・サービス実施者基本研修を実施

○松戸市社会福祉協議会は住民の協力と参加に
より家事・介護サービスを提供する「有償在
宅福祉サービス」を実施。

市レベルの課題と対応方針・今後の方向性（案）⑭



テーマ 市レベルの課題 関係団体・機関及び行政による対応方針 対応状況・今後の方向性

７．
移動支
援

普及
啓発

○外出支援の促進に向けた
情報提供。

○運転免許の自主返納に関
する情報提供が必要。

〇市、地域包括支援センターは、高齢者に
能力に合った安全な移動手段を選択できる
よう普及啓発を行う。

○市は、既存の移動手段や制度の周知を図
る。

〇移動スーパー等の情報提供を行う。

○市は既存の移動手段や制度について、
関係団体へ情報を提供し、制度の周
知を図る。

連携
強化

〇運転免許証返納について、
警察、免許センター、交
通機関等と連携を図る。

〇住民同士の支え合い、ボ
ランティア活動促進の支
援。

○市、地域包括支援センターは、警察と連
携し、運転免許の自主返納者に対する特典
の周知等免許返納に向けた取り組みを行う。

〇市、地域包括支援センター、関係団体等
は買い物に付き添うボランティアの育成、
支援を行う。

○地域包括支援センターは、警察署と
連携し、運転免許自主返納について
の情報提供を行っている。

取組
検討

○移動困難な高齢者の外出
支援の整備。

〇ハード面の整備等関係機
関との情報共有を図る。

〇高齢者の交通手段につい
て検討を行う。

〇市、地域包括支援センターは、地域ケア
会議等において多様な関係者で議論を行い、
地域のニーズに合った、支え合いによる
外出支援を推進する。

〇市、警察、交通機関等関係機関は、免許
返納後の移動手段について検討を行う。

〇市は、「訪問型元気応援サービス・
困りごとコース」付添支援サービス
の実施団体を4団体（うち車ありは
3団体）としている。【12月末】

〇急勾配な坂のある地区に特化した移
動支援について検討し、勉強会を予
定している。【矢切2層】

市レベルの課題と対応方針・今後の方向性（案）⑮
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テーマ 市レベルの課題 関係団体・機関及び行政による対応方
針 対応状況・今後の方向性

8．
居場所
づくり

実態
把握 ○地域で高齢者

が様々な活動、
社会参加を行え
る環境整備

〇通いの場の特
色・活動内容の
紹介等の周知を
広く行う。

市、地域包括支援センターは、地域の集い
の場等のインフォーマルな情報の集約と
開発を行い、対象者のニーズに合わせた
情報提供を行う。

○市は、「松戸プロジェクト」を実施し、都市型
介護予防モデルの開発を目指す。

普及
啓発

〇市は、元気応援くらぶ（通いの場）の活動内容
についてホームページ等に掲載し、周知して
いる。

○市は、高齢者の健康応援（介護予防）に資する
独自のサービスを実施する事業所・団体・活
動場所を募集（元気応援キャンペーン）。協
賛団体にはステッカーやマグネット等のグッ
ズを配布し、市民に周知する。

・118団体【12月末】

市レベルの課題と対応方針・今後の方向性（案）⑯
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テーマ 市レベルの課題 関係団体・機関及び行政による対応方
針 対応状況・今後の方向性

8．
居場所
づくり

連携
強化

地域で高齢者が
様々な活動、社会
参加を行える環境
整備。

関係機関の連携をもとに通いの場を充実
させていく。

〇市は、市内の特養の地域交流スペースを住民活
動の場として利用できるよう依頼し、HPに情
報を掲載している。

〇市は、仕事で培った豊富な経験やスキルを持っ
たボランティア（プロボノワーカー）と支援
が必要な団体のマッチング事業を認定NPO法
人サービスグラントに委託して行っている。
9人が4団体を支援【12月末】

取組
検討

〇若い世代、送迎
付きなどニーズ
に合わせた通い
の場等の充実。

〇退職後・転入後
などのコミュニ
ティづくり。

○男性介護者が集
い、情報交換や
相談ができる場
が必要。

○居場所づくり開
設に向けた研修
会や運営のため
の支援。

○市は、高齢者の活動および社会参加な
ど人とのつながりによる相互的な介護
予防を推進する。

〇市、地域包括支援センター、関係団体
等は若年層(～60代)や男性の通いの場、
社会参加、役割が発揮できる場を検
討・整備する。

○市、地域包括支援センター、関係団体
は、介護保険サービス以外の通いやす
い居場所づくり（男性介護者の集い）
の充実や創出を図る。

○市は、地域での様々な住民主体の活動
の場・機会について、支援する体制を
推進する。

○市は、住民自身が主体的に運営する通いの場
「元気応援くらぶ」の開設・運営に係る費用
の一部を補助。

・68団体 【12月末】

〇市は、通いの場オンラインサロンの運営費用の
補助を行っている。

○地域包括支援センターはケアメンカフェ（男性
介護者の集い）を開催している。

〇市（地域共生課）は、市民がゆるやかにつなが
る参加支援のための、居場所づくりについて
推進している。

市レベルの課題と対応方針・今後の方向性（案）⑰
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テーマ 市レベルの課題 関係団体・機関及び行政による
対応方針 対応状況・今後の方向性

9．
見守り

実態
把握

○子がいる高齢世帯の
把握が困難。

〇見守りを必要とする
人がどこにいるかの把
握が困難。

○市は、町会・自治会への加入や避
難行動要支援者名簿への登録等を促
進し、地域における見守り体制の構
築を推進する。

〇地域包括支援センターや町会、
関係機関は、近所で見守られてい
る人の存在を把握する。

○市（市民自治課）は、住民の町会・自治会加入を
促進している。

・町会・自治会加入についての案内チラシを市民
課・支所を通じて市民に配布

・市、町会・自治会連合会および千葉県宅地建物取
引業協会松戸支部との間で、町会・自治会加入促
進に関する協定書を締結

○皆護ネットワークの普及啓発とリスト作成
【五香松飛台】

普及
啓発

○認知症高齢者の安全
対策の充実。

〇高齢者の見守り
シール（QRコード）
の周知と活用促進。

〇緊急通報装置等の普及
啓発。

○高齢者支援連絡会の
活動を市内に啓発。

○市は認知症高齢者の安全対策に
ついて、積極的に周知を行い、
利用の促進を図る。

〇市、地域包括支援センターは緊急
通報装置等の情報提供を行う。

○市、地域包括支援センターや福
祉まるごと相談窓口は、適切な
相談、通報先等の周知を図る。

○「高齢者の見守りシール」の周知を推進・支給：
累計82件【12月末】

○「徘徊高齢者等探索サービス利用者助成」：４件

○地域での声かけ、見守り活動に活用できる「松戸
市いきいきメール」を配信。

〇市は緊急通報装置の貸与についてHPで周知してい
る。

〇高齢者支援連絡会の相談協力員は、市内９か所で
活動している。

市レベルの課題と対応方針・今後の方向性（案）⑱
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テーマ 市レベルの課題 関係団体・機関及び行政による対応方
針 対応状況・今後の方向性

9．
見守り

連携
強化

○見守り協定の締結
推進と協定締結事
業者との連携強化。

○町会、民生委員等
の地域関係者との
重層的な見守り
ネットワークの構
築の推進。

○市は、オレンジ声かけ隊の活動の推進や
「見守り協定」の締結推進など、住民・企業
など、広域レベルでの重層的な見守りネット
ワークの構築を推進する。

○市、地域包括支援センターは、地域内での
見守り・安否確認の状況を把握し、好事例に
ついて共有化を図る。

○市は、介護予防把握事業として生活状況の
把握と介護制度の普及啓発を行い、必要な支
援につなげ、地域包括支援センターや民生委
員に情報提供を行う。

○市は松戸警察署および松戸東警察署と
連携し、認知症高齢者が行方不明になっ
た際の対応や情報共有を図り、未然防止
も含めた安全対策を充実させる。

○市は、事業者等と「見守り協定」の締
結を推進。事業者定例会を書面にて開
催予定。

・締結事業者：25事業者【11月末】

〇地域包括支援センターは「こども110
番の家」として登録し、小学校や警察
と連携し、セーフティステーションの
役割を担っている。【明第1】

○市は、介護予防把握事業で把握された75歳
の未回答者に対し、民生児童委員連絡協議
会の協力を得て訪問調査を実施。訪問調査
実施数：547人【10月1日時点】

○松戸警察署・松戸東警察署は、保護し
た認知症高齢者等について市に情報提
供を行う。

・のべ291件【12月末】

○警察からの要請を受け、防災無線等を
迅速に活用した行方不明高齢者の捜索
を実施。

・39件 発見39件【12月末】
・すぐやる課との連携

市レベルの課題と対応方針・今後の方向性（案）⑲
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テーマ 市レベルの課題 関係団体・機関及び行政による対応方
針 対応状況・今後の方向性

9．
見守り

取組
検討

地域につながりを持た
ない高齢者・家族、自
らSOSを出せない人を
把握し、必要時には支
援機関につなぐ仕組み
づくり。

〇市、地域包括支援センターおよび関係団体
は、住民が地域とのつながりを持ち続けるこ
とができるよう、きっかけづくりや場の創出
を検討し、連携して取り組む。

〇市、地域包括支援センターおよび関係団体
は、マンションの住人等が地域とつながりを
もつ機会を増やせるよう、マンション管理者
等との連携や勉強会の実施等を検討する。

〇コロナ禍での活動の内容や工夫などを掲載
した「明るさ一番ニュースレター」を作成
配布し、地域とのつながりを感じるきっか
けづくりをしている。【明第１地域2層】

〇地域でマンション内のつながりを考える
「マンション+コミュ二ティプロジェク
ト」を進めている。【本庁2層】

〇住民がまち歩きを通して地区を知り、多世
代が出会う機会の創出を検討している。
【東部２層】

〇各機関の見守りやアウトリーチのツー
ルとして、キッチンカーでの弁当配布
を予定している。【六実六高台2層】

〇地域と接点がない人たちとつながるた
め、地域の関係者同士の交流を深め、
ネットワーク（網の目）を密にしてい
る。【小金２層】

市レベルの課題と対応方針・今後の方向性（案）⑲



テーマ 市レベルの課題 関係団体・機関及び行政によ
る対応方針 対応状況・今後の方向性

１0.
災害

実態
把握

○在宅で人工呼吸器を使用
するなど災害発生時特別な
配慮を必要とする人の把握。

○市、関係団体は災害発生時に
配慮を必要とする人の把握を
行う。

〇保健所は、難病と小児慢性特定疾患の在宅で
人工呼吸器を使用する人の把握を行っている。

〇市（障害福祉課）は人工呼吸器・在宅酸素を
必要とする医療ケア児とストマの患者につい
て把握をしている。

普及
啓発

○市民や事業所への要配慮
者支援に関する啓発が必要。

○避難場所や災害時の備え
について啓発や周知が必
要。

〇避難所の運営や環境整備
についての情報提供が必要。

〇ペットの同行避難につい
て周知が必要。

市、地域包括支援センターは
災害発生時の対策について、
市民や各事業所への啓発を行う。

〇市（危機管理課）は防災意識普及啓発資料
「災害に対する備え」を作成し、市民に配布
している。

〇市（危機管理課）は新型コロナウイルス対策
を盛り込んだ避難所開設・運営マニュアルを
作成（令和２年7月）し、全町会・自治会長
へ配布している。

〇市（危機管理課）は上記マニュアルに沿った
総合防災訓練を実施し、松戸市公式YouTube
チャンネルにて公開している。

〇地域包括支援センターは、作成した防災マッ
プを町会等へ配布説明し、周知している。
・地域内全体が洪水浸水危険地帯となっている
ため、避難場所がわかる独自のハザードマッ
プを新たに作成した。【明２西】
・みまもりあいマップを防災版に改訂し、全戸
配布し周知した。【小金原】
〇市は、ペットの災害への備えと同行避難につ
いてホームページ等で啓発を行っている。
また、地区獣医師会と「災害時における動物
救護活動に関する協定」を締結。 21

市レベルの課題と対応方針・今後の方向性（案）⑳



テーマ 市レベルの課題 関係団体・機関及び行政によ
る対応方針 対応状況・今後の方向性

１0.
災害

連携
強化

〇災害発生時の各職能団体
内で情報共有や連携、連絡
体制の構築が必要。

○市、地域包括支援センター、
関係機関は災害発生時の連絡や
情報共有の体制を構築する。

○支援関係機関同士の定期的な
意見交換や情報共有を図り、
日頃から住民と地域の関係機
関が支え合える関係づくりを
推進する。

〇保健所、関係機関は災害対応連携会議で災害
発生時の対応について情報共有・協議している。

〇地域包括支援センターは、緊急事態発生時に
持ち出すためのファイルを毎月最新版に更新
して備えている。【馬橋】

〇防災を通じた高齢者の支援および地域関係者、
支援団体との連携体制の強化を図っている。
【明第２西・常盤平・馬橋西2層】

取組
検討

〇災害発生時の要支援者の
安否確認、避難所での対応、
避難所までの移動等につい
て詳細な検討が必要。

○災害時、必要な情報を迅
速に共有できるシステムづ
くり。

○緊急時、要援護者等の開
示や個人情報の取り扱いに
ついて

○市、地域包括支援センターは、
地域ごとに災害時に何ができる
か、何をやるべきか、支援の
あり方を検討していく。

○市、地域包括支援センター、
地域の関係機関、住民組織
各々について、災害時の対応
マニュアル等の整備、見直し
をする。

〇ケアマネ等に向けて、福祉避
難施設（移送方法について）
の研修を行い周知を図る。

〇市、関係団体は、災害時の取り組みと好事例
の集約と発信により、要支援者に関する災害
発生時の対策について検討する。

22

市レベルの課題と対応方針・今後の方向性（案）㉑



テーマ 市レベルの課題 関係団体・機関及び行政による対応方針 対応状況・今後の方向性

11．
医療・
介護連
携

普及
啓発

○在宅ケアの情報提
供や啓発活動。

〇市民に向けた二人
主治医制の周知。

〇専門職、関係機関は、適切な医療受診、細や
かな相談支援体制のため、2人主治医制を周
知促進する。

〇市、関係機関は、地域の関係団体等と積極的
に連携を図り、地域において幅広い世代に
対して在宅ケアの普及啓発を行う。

〇市および関係団体は適正な救急搬送利用のた
めに、介護タクシーや民間救急などの情報
提供を行う。

○市および関係団体は、救急時の意思表示につ
いて、市民に必要な情報の周知を行う。

〇市、関係機関は、看取り・終活に関する医療
機関等の情報把握・普及啓発を行う。

〇医師会は、まちっこプロジェクトで
感染症の動画(DVD)とテキスト(2万
冊)を作成し、学校等で講義を行った。
感染症の講義実施：４回 160名

○松戸市総合医療センターは、高齢者支
援連絡会において救急に関する注意事
項や意思表示に関する情報提供を実施
している。

○医師会は、介護現場からの新型コロナ
ウィルス感染症Ｑ＆Ａを作成。

連携
強化

○連携を効率化する
ための在宅医療・介
護関係者間のルール
づくり。

○救急搬送に関して、
関係機関との連携の
推進。

○認知症高齢者や終
末期医療における意
思決定支援について
専門職の相談支援ス
キルの向上が必要。

〇医師会は、在宅医療への参入を検討する開業
医への支援、診療連携、研修会等を通じて、
かかりつけ医による在宅医療を推進する。

○市は、内科以外の耳鼻科、眼科等往診拡充の
必要性について医師会等と連携して対応を
検討する。

○市、関係機関は認知症高齢者の意思決定支援
について、研修や勉強会等を行い、相談支
援スキルの向上に努める。

○市および関係団体は、繰り返し救急要請をす
る方への対応方針など、必要な情報につい
て関係者で共有を図る体制の構築。

〇在宅医療・介護連携支援センターは、
意思決定支援としてACP（アドバン
ス・ケア・プランニング）サポート
チームとして支援を行う。

〇医師会は松戸市医療介護・連携地域
ICTシステムを運用している。

○救急搬送実績【1月～12月】
21,925人（前年比2,705人減）
内 高齢者搬送 13,693人

（前年比1,245人減 全体の62.5％）

23

市レベルの課題と対応方針・今後の方向性（案）㉒
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テーマ 市レベルの課題 関係団体・機関及び行政による対応方針 対応状況・今後の方向性

11
医療・
介護連
携

取組
検討

○地域サポート医によ
るアウトリーチを積極
的に活用し、困難事例
における医療対応を推
進する。

〇介護度が重く、家族
の介護力が望めない在
宅療養者への医療対応
や体制整備の構築。

○アウトリーチの必要
性判断や事前の情報分
析機能の充実、幅広い
相談対応の受け止めが
重要。

〇支援拒否・セルフネ
グレクト事例への支援
体制の構築。

〇アルコール依存症の
方の支援・早期からの
医療介入。

〇精神科医療との連携
支援体制整備。

〇医療・介護の関係団体は、在宅医療・介
護連携を推進するため、在宅医療連携支
援センターへの相談等を含め、多職種連
携を推進する。

○在宅医療・介護連携支援センターは、在
宅医療・介護連携推進のための専門的な
相談機能・執行機能の強化を図る。

○地域包括支援センター・市等は、地域サ
ポート医の対応事例（相談支援・アウト
リーチ）の共有等を通じて、地域サポー
ト医の活用を推進し、困難事例における
医療対応を推進する。

○在宅医療・介護連携支援センターでは
地域包括や医療機関等からの相談支援
を行っている。
・相談実績【11月末】

相談支援：140件
アウトリーチ：38件

○歯科医師会は、今年度も在宅歯科無料
検診を引き続き実施する。
・28件【12月末】

〇歯科医師会は米寿の健康診査を実施。
・230件（内在宅22件）【12月末】

〇今年度は百寿健診を実施
・７件（内在宅6件）【12月末】

○薬剤師会は、訪問薬剤管理指導開始の
事前薬剤調査（松戸システムⅡ）によ
り多職種連携の取り組みを推進する。
・3件【12月末】

〇薬剤師会は、居住系施設への薬剤師の
介入について検討している。

市レベルの課題と対応方針・今後の方向性（案）㉓
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テーマ 市レベルの課題 関係団体・機関及び行政による
対応方針 対応状況・今後の方向性

12．
成年後
見

普及
啓発

○権利擁護や意思決定支援の
重要性、成年後見制度の役
割について正しい理解を促
す必要がある。

○終活についての情報提供が
必要。

市、社会福祉協議会、関係機関は、
成年後見制度やの周知と利用促進
を図る。

○市は、令和2年4月より市社会福祉協議会
に中核機関（松戸市成年後見支援セン
ター）を委託、開設した。

〇地域包括支援センターは関係機関と連携し
一般市民やケアマネなどに向けた終活に関
する研修会（エンディングノート、相続）
等を実施している。

取組
検討

○身寄りのない独居の認知症
高齢者の最期についての支
援体制の整備。

〇やむを得ない事情で支援者
が金銭管理を行う際のリス
ク回避方法についての検討
が必要。

○金銭管理等の意思決定が困
難である独居の認知症高齢
者が意思決定支援を行う仕
組みの充実。

○介護、医療、地域包括支援セン
ター、民生委員等地域の関係者
は、連携して支援する。

○市、市社会福祉協議会は、日常
生活自立支援事業および成年後見
制度の利用が必要な人の支援体制
の充実を図る。

○日常生活自立支援事業の状況【12月末】
・日常生活自立支援事業利用件数：90件
・令和2年度新規相談件数：118件 うち契
約件数：3件

・相談・訪問調査件数：のべ947件

○成年後見制度の状況【12月末】
・本人・親族申立て費用の助成申請：19件
・市長申立件数：25件

○成年後見制度等相談支援事業（しぐなるあ
いずに委託）【11月末】
・相談件数：66件（31年度116件）

市レベルの課題と対応方針・今後の方向性（案）㉔
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テーマ 市レベルの課題 関係団体・機関及び行政による対
応方針 対応状況・今後の方向性

13．
消費者
被害

普及
啓発

消費者被害に関す
る情報共有や被害
防止についての対
策を地域ぐるみで
継続して取り組む
ことが必要。

市は関係機関、関係団体と連携し
消費者被害に関する相談窓等の情報
を市民に積極的に周知し、未然防止
のための普及啓発活動を推進する。

○市（市民安全課）は詐欺、防犯に関する講話を市
パートナー講座として開催。

〇市（市民安全課）は松戸警察署、松戸東警察署と
連携し、詐欺被害を含めた犯罪発生情報を「松戸
市安全安心メール」や「松戸市犯罪発生マップ」
等を通じて情報発信し、市民への注意喚起を図っ
ている。

〇地域包括支援センターは、隔月で消費生活セン
ターと直接情報共有を図り、「馬橋さわやか通
信」（毎月発行）およびfacebook にて、消費
生活被害に関する情報を発信している。

【馬橋】
〇一定の条件を設けて詐欺対策の警告・通話録音装
置「電話DE詐欺撃退機器」の貸し出しを防犯協会
の協力により実施
貸出件数（市）222台/391台【12月末】

○消費生活支援センターは消費生活相談を実施
・相談件数：2,595件【12月末】

連携
強化

消費者被害防止の
ために関係機関と
の連携、ネット
ワークの強化が
必要。

市は庁内関係部署、警察、金融機関
等と連携し、消費者被害に関する
情報の共有を図る。

〇全ての地域包括支援センターは、個別のケース共
有等を通じて、消費生活センターと情報共有を
行っている。

〇地域包括支援センターは、消費者被害発見時の対
応フローチャートを作成した。【小金】

市レベルの課題と対応方針・今後の方向性（案）㉕



テーマ 市レベルの課題 関係団体・機関及び行政による対応方針 対応状況・今後の方向性

14．
地域包
括ケア
システ
ム

取組
検討

○ 地域ケア会
議を通じた課
題解決の推進。

〇生活支援体制
整備の強化。

○市は、松戸市地域ケア会議について、地域
レベルから把握された市レベルの課題解
決に向けて、関係団体や関係機関などに
よる具体的な対応策の検討・実行を推進
する。

○市、地域包括支援センターは、困難性の高
い事例・典型的な事例等に対する課題解
決能力の向上を通じて、地域ケア会議の
機能強化を図る。

○市、地域包括支援センターは、自立支援型
個別ケア会議において多職種による自立
支援・重度化防止に資するケアプランの
検討を推進する。

○市は、生活支援制整備事業として、協議体
及び生活支援コーディネーターを配置し、
地域住民のつながりによる支えあい活動
を推進する。

○市・地域包括支援センターは、地域ケア会
議を通じた課題解決の推進を図る。

・個別ケア会議事例検討数：113件【11月
末】

〇市、地域包括支援センターは、推進会議にてこ
れまでに議論された地域課題における取り組み
や対応状況等をまとめた冊子を作成し、地域資
源や対応方法等の情報共有を図り、課題解決能
力の向上および機能強化を進めていく。

〇地域ケア会議は生活支援体制整備事業とし
て2層ワーキングを設置し、各地区での地
域包括ケア推進会議での課題を実践に結び
付ける体制を整備。

〇生活支援コーディネーターはコーディネー
ター会議を開催し、具体的な資源開発、
ワーキングの設置、地域づくり交流会の企
画等を検討する。
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